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１．化学物質の審査及び製造等の規制に

関する法律（化審法）の概要
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○人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息・生育に支障を及ぼすおそれがある化学物質によ
る環境の汚染を防止。

目的

○新規化学物質の事前審査

→新たに製造・輸入される化学物質に対する事前審査制度

○上市後の化学物質の継続的な管理措置

→製造・輸入数量の把握（事後届出）、有害性情報の報告等に基づくリスク評価・管理

○化学物質の性状等（分解性、蓄積性、毒性、環境中での残留状況）に応じた規制及び措置

→性状に応じて「第一種特定化学物質」 等の規制対象物質に指定

（製造・輸入数量の把握、製造・輸入許可、使用制限等）

概要

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）の概要
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新規化学物質

上市

事
前
審
査

一般化学物質等
（およそ30,000物質）

優先評価化学物質
（221物質）

第二種特定化学物質
（24物質）

人健康影響又は生態影響のリス
クあり

第一種特定化学物質
（39物質）

難分解・高蓄積・人への長期
毒性又は高次捕食動物への長

期毒性あり

監視化学物質
（38物質）

難分解・高蓄積・毒性不明

少量新規
（年間１トン以下(環境排出量)）

高濃縮でなく低生産
（年間10トン以下(環境排出量)）

中間物等
（政令で定める用途）

低懸念高分子化合物

・製造・輸入許可制（必要不可欠用途以外は禁止）
・政令指定製品の輸入禁止
・回収等措置命令 等

・製造・輸入（予定及び実
績）数量、用途等の届出

・必要に応じて予定数量の
変更命令

・取扱についての技術指針
・政令指定製品の表示 等

・製造・輸入実績数量・詳
細用途別出荷量等の届出

・有害性調査指示
・情報伝達の努力義務

・情報伝達の努力義務（特
定一般化学物質のみ）
・製造・輸入実績数量、用
途等の届出

事
前
確
認
等

有
害
性
や

使
用
状
況

等
を
詳
細

に
把
握

環
境
中
へ
の

放
出
を
抑
制

使
用
状
況
等
を

大
ま
か
に
把
握

環
境
中
へ
の

放
出
を
回
避

使
用
状
況

等
を
詳
細

に
把
握

※物質数は令和７年４月１日時点のもの

国
が
リ
ス
ク
評
価

・ 製造・輸入実績数量・詳細用途等の届出
・ 有害性調査指示
・ 情報伝達の努力義務
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化審法の体系

⚫ 上市前の事前審査及び上市後の継続的な管理により、化学物質による環境汚染を防止。

（
３
物
質
）

特
定
一
般
化
学
物
質

特例制度

新規化学物質
事前審査制度

既存化学物質
リスク評価制度



２．新規化学物質の届出・申出及び事前審査の状況
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低生産量新規
※H17より施行
（難分解性であり、かつ高蓄積性でない。
年間製造・輸入数量１０トン以下）

通常新規

新規化学物質の届出件数の推移

6

新規化学物質の届出

（H23まで暦年、   H24以降は年度）

※新規化学物質の届出件数の推移：
当該年度中に判定を通知した届出件数（化審法第３条第１項に基づく届出）
の合計を指す。

※用途別届出状況（令和６年度）：
届出における用途を数えたもの。一つの届出に複数の用途がある場合、
それぞれの用途をカウントしている。

用途別届出状況（令和６年度）

 

   

   

   

   

   

   

   

   

                                                                

（件数）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

輸出用 電気材料又は電子材料
塗料又はコーティング剤 中間物
レジスト材料、写真材料又は印刷版材料 プラスチック、プラスチック添加剤又はゴム用加工助剤
接着剤、粘着剤又はシーリング材 水系洗浄剤（ 家庭用又は業務用のものに限る。）
合成繊維又は繊維処理剤 インキ又は複写用薬剤
芳香剤又は消臭剤 表面処理剤
上記以外の用途

（年度）



第１号（難分解性かつ高蓄積性かつ人健康影響の疑い又は生態影響あり） 0

第２号（難分解性かつ人健康影響の疑いあり（高蓄積性でない）） 17

第３号（難分解性かつ生態影響あり（高蓄積性でない）） 7

第４号（難分解性かつ人健康影響の疑いあり・生態影響あり（高蓄積性でない）） 34

第５号（良分解性又は難分解性かつ人健康影響の疑いなし・生態影響なし） 115

うち、良分解であることによるもの 9

うち、（分蓄＋スク毒）によるもの 22

うち、（高分子FS）によるもの 84

低生産量（難分解性（高蓄積性でない）） 146

合計 319

うち、特定新規（人健康影響） 3

うち、特定新規（生態影響） 1

（単位：件）

新規化学物質の判定結果の内訳（令和６年度）
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低生産量新規化学物質の確認申出件数の推移 用途別確認申出状況（令和６年度）

※各年度の確認申出件数：
当該年度中に低生産量新規化学物質の数量確認を行った申出件数

（化審法第５条第４項に基づく申出）の合計を指す。
8

低生産量新規化学物質の確認申出

（年度）

（件数）

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

H
1
7

H
1
8

H
1
9

H
2
0

H
2
1

H
2
2

H
2
3

H
2
4

H
2
5

H
2
6

H
2
7

H
2
8

H
2
9

H
3
0

R
1

R
2

R
3

R
4

R
5

R
6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

輸出用のもの 電気材料又は電子材料

中間物 レジスト材料、写真材料又は印刷版材料

塗料又はコーティング剤 水系洗浄剤（家庭用又は業務用のものに限る。）

接着剤、粘着剤又はシーリング材 芳香剤又は消臭剤

インキ又は複写用薬剤 上記以外の用途

用途の限定無し

※用途別確認申出状況（令和６年度）：
申出における用途を数えたもの。一つの申出に複数の用途がある場合、
それぞれの用途をカウントしている。



少量新規化学物質の申出件数の推移 用途別申出状況（令和６年度）
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少量新規化学物質の申出

（件数）

（年度）

※各年度の申出件数：
少量新規化学物質の数量確認を受けるために、当該年度中に提出された申出件数（化審法
第３条第１項第５号に基づく申出）の合計を指す（申出には、同一物質のものを含む。）
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

中間物 輸出用のもの

レジスト材料、写真材料又は印刷版材料 電気材料又は電子材料

芳香剤又は消臭剤 水系洗浄剤（家庭用又は業務用のものに限る。）

塗料又はコーティング剤 化学プロセス調節剤

接着剤、粘着剤又はシーリング材 上記以外の用途

用途の限定無し

※用途別申出状況（令和６年度）：
申出における用途を数えたもの。一つの申出に複数の用途がある場合、
それぞれの用途をカウントしている。



中間物・閉鎖系等用途・輸出専用品の確認件数の推移
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0

50
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200

250

300

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

中間物 (製造) 中間物 (輸入) 閉鎖系用途 (製造) 閉鎖系用途 (輸入) 輸出専用品 (製造) 輸出専用品 (輸入)

（件数）

（年度）



少量中間物等制度における確認件数の推移

11

（参考）少量中間物等制度
１社あたり１年間に１ｔ以下の新規化学物質を中間物あるいは輸出専用

品として製造・輸入する場合、提出資料を簡素化できる。平成26年10月よ
り制度新設。

0

50

100

150

200

250

H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

件
数

（年度）



（件数）

低懸念高分子化合物の確認申出件数の推移

◎各年度の確認申出件数：当該年度中に低懸念高分子化合物の確認を行った申出件数（化審法第３条第１項第６号に基づく申
出）の合計を指す。
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※平成22年度より制度新設

（年度）



３．上市後の化学物質の継続的なリスク評価
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一般化学物質の製造・輸入実績の届出

（注）リスク評価を行う必要がないものとして指定された化学物質は届出不要としている。

⚫ 平成22 年度実績から、一般化学物質を年間１トン以上
製造・輸入した事業者に対し、その数量の届出義務を課
す制度を導入。

⚫ 本届出実績を集計・公表するとともに、スクリーニング
評価に活用。

＊化審法一部改正に伴う運用の見直しにより、平成30年度（2018年度）実績から、一般化学物
質等の届出単位を変更。複数の官報整理番号で表される塩やブロック重合物等については届出物
質数から除外して公表。

14

※各届出年度末に集計したもの。物質数は官報整理番号単位。

※各届出年度末に集計したもの。物質数は官報整理番号単位。



優先評価化学物質の製造・輸入実績の届出

一般化学物質と優先評価化学物質の届出内容の違い

⚫ 優先評価化学物質については、年間1トン以
上製造・輸入した事業者に対し、都道府県別
詳細用途別出荷数量などについて届出義務が
課されている。

⚫ 本届出実績を集計・公表するとともに、
リスク評価に活用。

一般化学物質 優先評価化学物質

製造場所 － 事業所名、所在地

製造・輸入数量 年間の製造・輸入数量
都道府県ごとの年間製造数量

国・地域別輸入数量

出荷数量 用途分類別 都道府県別かつ詳細用途分類別

用途分類 約５０分類 約２８０分類 15

※ 各届出年度末に集計したもの
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これまでに
計67物質

優先指定取消

既存化学物質 約20,000物質
審査済新規化学物質 約10,000物質

製造輸入数量全国合計10トン以上／年を対象（2022年度実績）
毎年度実施

（令和7年4月1日現在）

リスクがないとはいえない化学

物質を絞り込む。

有害性データ

用途別出荷量

（化審法届出データ）
経産省

厚労省・環境省

化学物質による環境の汚染によ

るリスク懸念の程度を評価する。

環境モニタリングデータ

有害性データ

詳細用途別出荷量

（化審法届出データ）

物理化学的性状等データ

経産省

経産省

経産省・環境省

環境省

厚労省・環境省

PRTRデータ

令和６年度までに評価Ⅱ以降を審議した物質は、48物質

化審法スクリーニング評価・リスク評価の全体像
⚫ 一般化学物質についてスクリーニング評価を実施し、リスクが十分に低いと判断できないものを優先評価化学
物質として指定。

⚫ 優先評価化学物質に指定されたものについて、各種データを用いて詳細にリスクを評価。リスクありと評価さ
れた化学物質は、第二種特定化学物質に指定し、リスク低減のための対策を推進。

リスク評価（二次）

リスク評価（一次）

リ
ス
ク
低

スクリーニング評価
対象物質：7,840物質

一般化学物質 (約30,000物質)

優先評価化学物質 (221物質)

第二種
特定化学物質

(1物質)
（旧制度で23物質）

評価Ⅰ

評価Ⅲ

評価Ⅱ
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有害性情報の報告状況

⚫ 化学物質の製造・輸入事業者※は、当該化学物質に関し、化審法の審査項目に関する試験等を通じて、

難分解性、高蓄積性、人や動植物に対する毒性など一定の有害性を示す知見を得たときは、化審法第41

条に基づき、国へ報告することが義務づけられている。

※低生産量や少量新規化学物質の確認を受けた新規化学物質を製造・輸入している者を含む。

※事業者からの報告日を元に集計。
※新規化学物質の届出のために得た試験結果に関する報告・化審法第41条に該当しない任意報告を含む。

0
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200

250

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６

有害性情報の報告件数

分解性 蓄積性 物化性状 人毒性 生態毒性



４．化学物質の性状等に応じた規制措置
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○ 下記の物質については、残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約（POPs条約）に基づき国際的に製造・使用を原則禁止（廃
絶）とすることが決定したことを受け、化審法施行令（政令）を改正し、化審法の第一種特定化学物質に指定する予定。

（政令改正スケジュール）

〈PFHxS関連物質に関するスケジュール〉
令和７年4月18日 ３省合同会合における第一種特定化学物質の指定に係る再審議
令和７年７月以降 ３省合同会合における輸入禁止製品等の指定に係る再審議
令和７年秋以降 TBT通報、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和７年冬以降 改正政令公布
令和８年初頭以降 ３省合同会合におけるPFHxS関連物質の具体的な物質群の指定に係る省令の審議

PFHxS関連物質の具体的な物質群の指定に係る省令の公布
改正政令、省令の施行

〈クロルピリホス、MCCP並びにLC-PFCAとその塩及びLC-PFCA関連物質に関するスケジュール〉
令和７年６月 ３省合同会合における第一種特定化学物質の指定に係る審議
令和７年９月以降 ３省合同会合における輸入禁止製品等に係る審議
令和７年冬以降 TBT通報、化審法施行令の一部を改正する政令案に関するパブリックコメント
令和８年以降 改正政令公布

３省合同会合におけるLC-PFCA関連物質の指定に係る審議、LC-PFCA関連物質の指定に係る省令の公布
改正政令、省令の施行

○ペルフルオロオクチル＝ヨージドに関する適用除外用途について
製造許可：1件、使用届出：1件 

第一種特定化学物質に関する規制措置
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監視化学物質の製造・輸入数量の推移

（注）監視化学物質： 難分解かつ高蓄積性で毒性不明のもの。
表中 「―」は 届出なし
平成26年度（2014年度）以降届出がないもの及び第一種特定化学物質になったものを除く。

（単位：トン）

20

通し番号 官報公示名称 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

7 テトラフェニルスズ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 １，３，５－トリ－ｔｅｒｔ－ブチルベンゼン － － － － － 0 0 － － －

11 ポリブロモビフェニル（臭素数が２から５のものに限る。） 0 0 1 2 1 2 6 9 5 2

15 ジイソプロピルナフタレン 2 1 1 3 3 5 5 9 3 7

18
２，４－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－６－（５－クロロ－２Ｈ－１，２，３－ベ

ンゾトリアゾール－２－イル）フェノール
－ － － － － 0 0 0 0 0

21 水素化テルフェニル 197 267 204 71 42 213 111 141 92 66

22 ジベンジルトルエン 1,035 500 1,111 790 724 1,065 1,180 1,045 837 459

24
Ｎ，Ｎ－ジシクロヘキシル－１，３－ベンゾチアゾール－２－スルフェンア

ミド
1,901 1,438 1,351 1,463 1,524 1,488 1,124 1,521 1,420 1,333

25
２－（２Ｈ－１，２，３－ベンゾトリアゾール－２－イル）－６－ｓｅｃ－

ブチル－４－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール
－ － － － 4 3 － － － －

27 ペルフルオロ（１，２－ジメチルシクロヘキサン） － － － － － － 0 0 － 0

28
２，２′，６，６′－テトラ－ｔｅｒｔ－ブチル－４，４′－メチレンジフェノー

ル
66 85 65 60 48 63 39 25 23 21

34 ペルフルオロヘプタン 0 － － － － 0 － － － 0

36

２，２，３，３，４，４，５－ヘプタフルオロ－５－（ペルフルオロブチ

ル）オキソラン又は２，２，３，３，４，５，５－ヘプタフルオロ－４－

（ペルフルオロブチル）オキソラン

ー ー ー ー 0 0 ー 0 0 ー

37 ４－ｓｅｃ－ブチル－２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチルフェノール － － － － － － 0 0 － 1

38 １，４－ビス（イソプロピルアミノ）－９，１０－アントラキノン 4 3 0 0 1 1 1 2 0 0

40

２，２，４，４，６，６，８，８－オクタメチル－１，３，５，７，２，

４，６，８－テトラオキサテトラシロカン（別名オクタメチルシクロテトラ

シロキサン）

41,810 22,804 38,976 41,957 32,981 32,736

41

２，２，４，４，６，６，８，８，１０，１０，１２，１２－ドデカメチル

－１，３，５，７，９，１１－ヘキサオキサ－２，４，６，８，１０，１２

－ヘキサシラシクロドデカン（別名ドデカメチルシクロヘキサシロキサン）

1,562 1,175 1,511 316 545 79

※ 各届出年度末に集計したもの



第二種特定化学物質の出荷数量の推移

⚫ 現在、製造・輸入数量の合計１トン以上あったと報告された化学物質は、トリクロロエチレン、テトラ

クロロエチレン、四塩化炭素。

⚫ このうち、輸出及び中間物向け以外の用途で国内へ１トン以上出荷された化学物質は、トリクロロエチ

レンとテトラクロロエチレンであり、いずれも緩やかな減少傾向にある。
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（＊）第二種特定化学物質について
・人への長期毒性又は生活環境動植物への長期毒性あり
・相当広範囲な地域の環境において相当程度残留していると見込まれること等により、人又は生活環境動植物へのリスクあり
・指定物質数：２４物質
・製造輸入数量（予定および実績）、用途等の届出義務、必要に応じて予定数量の変更命令、政令指定製品の表示義務 等

※ 各届出年度末に集計したもの


